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衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
食
用
に
適
さ
な
い
汚
染
米
の
輸
入
及
び
売
渡
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

米
穀
の
輸
入
時
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
に
基
づ
き
、

当
該
米
穀
の
検
査
を
行
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
が
米
穀
の
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入
れ
を
行
う
場
合
に
は
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（

平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
他
に
委
託
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の

と
こ
ろ
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
米
穀
の
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入
れ
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
買
入
受
託
者
」
と
い

う
。
）
と
当
該
米
穀
の
売
主
と
の
間
の
契
約
に
お
い
て
、
米
穀
の
買
付
け
後
に
食
用
に
適
さ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
、

当
該
契
約
の
解
除
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
承
知
し
て
い
な
い
。
な
お
、
米
穀
の
輸
入
時
に
お
い
て
食
品
衛
生
法
に
違
反
す
る

こ
と
が
判
明
し
た
米
穀
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
買
入
受
託
者
に
対
し
検
疫
所
長
が
発
出
す
る
文
書
に
お
い
て
、
積
戻
し
、
廃

棄
又
は
食
用
以
外
の
用
途
に
使
用
す
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

一



米
穀
の
輸
入
時
に
お
い
て
食
品
衛
生
法
に
違
反
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
米
穀
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
買
入
受
託
者
に
対
し
、

検
疫
所
長
が
発
出
す
る
文
書
に
お
い
て
、
積
戻
し
、
廃
棄
又
は
食
用
以
外
の
用
途
に
使
用
す
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を

と
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
輸
入
米
穀
の
当
該
買
入
受
託
者
は
、
食
用
以
外
の
用
途
に
使
用

す
る
こ
と
を
選
択
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

輸
入
時
に
行
わ
れ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
検
査
に
よ
り
判
明
し
た
米
穀
の
食
品
衛
生
法
違
反
事
例
の
多
く
は
、
輸
出
国
か
ら

我
が
国
ま
で
輸
送
さ
れ
る
間
に
、
船
舶
内
で
の
温
度
や
湿
度
の
変
化
、
水
ぬ
れ
等
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

工
業
用
の
り
の
原
料
と
な
る
米
穀
の
潜
在
的
な
需
要
量
が
、
近
年
の
事
故
米
穀
の
年
間
の
売
却
数
量
を
上
回
っ
て
い
る
も

の
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
売
却
を
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
平
成
二
十
年
九
月
十
一
日
に
三
笠
フ
ー
ズ
株
式
会
社
及
び
辰
之
巳
株
式
会
社
を
不
正
競
争
防
止

法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
違
反
に
よ
り
告
発
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


